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を応援します！

企業の皆様へ貴社
の

お問い合わせ：  沖縄県商工労働部 課 TEL：098-866-23

■対象企業
• 沖縄県内に本社のある
• 就業規則等で従業員への奨学金返還支援
制度を有する企業
※新たに支援制度を創設する企業も対象

■対象従業員
• 正社員である者
• 当該企業へ就職後5年以内の者
• 申請年度末時点で35歳未満の者 ほか

■補助金額
• 企業負担の最大50％
• 従業員一人につき年間最大9万円
※沖縄県所得向上応援企業認証の取得企業は補助割合と金額を引き上げます。
　その他の認証制度（裏面参照）についても令和６年度から同様の措置を実施する
予定です。

【活用イメージ】
例）従業員の年間返済額を 24万円（月２万）と仮定、企業が２分の１

支援を行う場合
従業員…年間 12万円返済
企　業…年間 6万円負担
県補助…年間 6万円補助

※企業は❶または❷による返還支援が可能

企業負担 ⬅ 従業員負担 ➡

企業の従業員支援

県補助

●
●
会
社

従業員

県内企業

沖縄県

奨学金事業実施団体

補助

返済

代理返還

手当等 ❶

❷

奨学金返還支援制度
のHPはこちら‼

企業負担の最大50％を補助いたします!

その他の認証制度についても令和６年度から同様の措置を実施する予定です。

沖縄県商工労働部雇用政策課
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沖縄県商工労働部 企業認証制度
沖縄県所得向上応援企業

認証制度

沖縄県ワーク・ライフ・バランス
企業認証制度

　従業員の所得向上に積極的に取り組む
企業を認証する制度です。県では、県補
助制度での優遇、セミナー開催等を通じ
て認証企業の取組を応援しています。

　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活
の調和）に積極的に取り組む企業を『沖
縄県ワーク・ライフ・バランス企業』とし
て認証を行っています。

　スキルアップやキャリア形成などの人
材育成に優れた企業を県が認証すること
により、企業に積極的な人材育成の取組を
促し、「雇用の質」の向上を目指します。

　新商品の開発、新たなサービスの提供
など、経営革新（新たな取り組みによる
経営の向上）にチャレンジする中小企業
の計画を承認し、支援する制度です。

沖縄県人材育成企業
認証制度

経営革新計画
認証制度

パートナーシップ構築宣言とは…
　サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との
連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」
側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。

沖縄県所得向上応援認証企業

課

労働政策課：098-866-2366

沖縄総合事務局経済産業部中小企業課：TEL.098-866-1755

雇用政策課：098-866-2324

中小企業支援課：098-866-2343
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認証企業ってどんな企業？
POINT

1
今後、3年間で給与の
総支給額を増やす計画がある

POINT

2

これまで人材育成や持続的な
生産性向上に取り組んできた

POINT

3
今後も従業員の所得向上の
仕組み作りやスキル向上の
支援に取り組んでいきたい

POINT

4

これまで従業員の月額給与の向上や
正規雇用化に努めてきた

これから
取り組む企業も
ぜひ活用して
ほしい

主な
認証の
要件

沖縄県内に本社又は事業所があり、
認証基準を満たす法人
※その他要件がございます。詳しくはホームページまたは問い合わせ先まで

利益を従業員に還元する取り組みが社会全体の好循環につながることを目指します！

沖縄県所得向上応援企業認証制度

沖縄県は
沖縄で働く、をもっと豊かに

企業を

応援します

 「給与所得」
向上に取り組む

O K I N A W A  H U M A N  P O W E R

沖縄県
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